
 

 
 

令和８年度若手人材の早期離職防止事業 業務委託仕様書（案） 

 

※ 本業務は、令和８年度県当初予算の成立を前提に事業化される停止条件付き事業です。予算の

成立並びに国の被災者支援総合交付金の採択がなければ、提案を公募したことに留まり、いかな

る効力も発生しません。 

 

この「業務仕様書」は福島県（以下「県」という。）が、福島県内で働く若手人材の早期離職防止

を図ることを目的として行う事業であり、職場定着支援に係るノウハウを有する民間企業等に委託し

て行う「若手人材の早期離職防止事業」（以下、「本事業」という。）の仕様等に関し必要な事項を定

めるものである。 

 

１ 事業の趣旨及び概要 
本県の新規高卒就職者における卒業後３年以内の離職率（令和４年３月卒）は３３．９％と、全

国平均を下回ってはいるものの、いまだ全体の３割以上が早期離職している状況にある。 

また、浜通り地域においては、避難指示解除や企業の事業再開などにより、有効求人倍率は県内

他地域に比べ高く、人手不足が顕著である。このため、従業員の負担が増えるとともに、若手社員

が被災により心身に不安を抱えながら就労していることが推察され、離職のリスクも高くなると推

測される。 

このため、本事業においては、新入社員を対象に地域別交流会を開催することにより地域の新入

社員同士のネットワークの構築を支援するとともに、新入社員が悩み等を相談できる個別相談窓口

の設置及び初回訪問相談、上司や人事担当者向けの若手社員定着に関するセミナーを実施する。 

これらの取組を実施することで、県内企業に就職した新入社員の早期離職を防止し、職場定着に

つなげる。 

 

２ 事業の期間 
契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 事業の対象者 
福島県内の県立高校及び私立高校の新規高卒者（令和８年３月卒、令和７年３月卒及び令和６年

３月卒）及び福島県内の県立高校及び私立高校の新規高卒者（令和８年３月卒、令和７年３月卒及

び令和６年３月卒）が就職した企業のうち、福島県内に活動拠点（本社又は営業所等）を有し、中

小企業基本法（昭和３８年７月２０日法律第１５４号）第２条に規定する「中小企業」とする。 

ただし、事業所から要望があり、支援が必要と認められる場合については、県に協議の上、上記

以外の者を対象とすることができる。 

 

４ 事業の内容 
本事業の業務内容は次のとおりとする。 

なお、本事業は、「中通り・会津地域」と「浜通り地域」を対象に実施するものとするが、それぞ

れ財源が異なることから、事業に要する経費については明確に会計を区分して管理するものとする。 

 (1) 新入社員交流会 

ア 業務内容 

新入社員の早期離職防止に向け、他社の同年代社員とのネットワークづくりを支援し、同じ

境遇や悩みを持つ者が相互に積極的な情報共有や意見交換を行いやすい関係性を構築するた

めの交流会を開催する。 



 

 
 

併せて、社会人に必須となる基本的な知識・スキルに関する研修やレクリエーションを実施

する。内容については、社内コミュニケーションに係るテーマを重点的に盛り込むこと。内容

等に応じて専門的な外部講師の活用も検討すること。 

イ 対象者 

福島県内の県立高校及び私立高校を卒業して就職した入社後３年以内の新入社員。 

特に、悩みを共有できる同年代社員が少なく人間関係が固定化しやすいと思われる小規模企

業に就職している新入社員をより優先的に対象とする。 

ウ 実施規模 

【中通り・会津地域】 

・新入社員交流会：４地域×４回＝１６回（県北、県中、県南、会津を想定） 

※交流会開催に併せて、研修も実施する。 

【浜通り地域】 

・新入社員交流会：２地域×４回＝８回（いわき、相双を想定） 

※交流会開催に併せて、研修も実施する。 

※上記回数以上実施すること。 

※１回あたりの参加者数は、中通り・会津地域５０名以上、浜通り地域３０名以上を想定。 

エ 実施時期（予定） 

１回目：６月 ２回目：７月 ３回目：９月 ４回目：10月 

なお、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。 

オ 周知及び参加勧奨等 

４月末までに案内チラシを作成し、県の確認を受けること。なお、周知の方法については、

ダイレクトメールやファクシミリ等を活用し、参加を周知すること。 

参加者の募集については、県ＨＰでの周知も行うため、適宜情報を共有すること。 

 

 (2) 新入社員個別相談窓口の設置・運営 

ア 業務内容 

新入社員の早期離職防止に向け、新入社員が抱える仕事上の悩みや不安について、専門的な

知識を有する相談員に気軽にメールや電話等で相談し、アドバイスを受けることのできる相談

窓口を設置する。なお、場合によっては、対面での相談やオンラインでの相談等、相談者が様々

な相談方法を選択できるよう柔軟に対応すること。 

また、新入社員の職場環境等の確認と相談窓口の周知を兼ねた初回訪問相談を実施すること

で、その後のメール等による相談の利用促進を図る。 

なお、事業実施により蓄積した対応事例をもとに、傾向分析及びケースごとの支援策等を取

りまとめ、県内企業へフィードバックする。 

イ 対象者 

福島県内の県立高校及び私立高校を卒業して就職した入社後３年以内の新入社員。 

特に、悩みを共有できる同年代社員が少なく人間関係が固定化しやすいと思われる小規模企

業に就職している新入社員をより優先的に対象とする。 

ウ 実施規模 

【中通り・会津地域】 

個別相談実施人数（初回訪問相談人数及び相談窓口利用人数）：２４０人以上 

なお、初回訪問相談人数は１６０人以上とする。 

【浜通り地域】 

個別相談実施人数（初回訪問相談人数及び相談窓口利用人数）：１２０人以上 



 

 
 

なお、初回訪問相談人数は８０人以上とする。 

エ 周知及び参加勧奨等 

初回訪問相談に関するチラシ及び個別相談窓口に関するチラシを作成する。なお、周知の方

法については、ダイレクトメールやファクシミリ等を活用し、参加を周知すること。 

また、YouTube広告やInstagram広告による周知を実施すること。 

(ｱ) 初回訪問相談 

県内企業にダイレクトメールを発送し、周知を行う。なお、特に早期離職が懸念される業

界（例：宿泊、飲食サービス業等）については、積極的に訪問すること。 

(ｲ) 個別相談窓口 

初回訪問面談を実施した企業の担当者や新入社員交流会参加者等に周知を行うこと。なお、

県ＨＰへの掲載や市町村ＨＰ等への掲載依頼等は、県から行う。 

 

(3) 新入社員の育成・指導セミナー 

ア 業務内容 

新入社員の早期離職防止に向け、新入社員の勤務する職場の上司や人事担当者等を対象に、

新入社員への関わり方、育成・指導、研修制度及びハラスメント対策等に関するノウハウや他

企業の成功事例等を伝え、新入社員が能力を発揮しやすい職場環境づくりに資するセミナーを

開催する。オンラインによる開催とするが、対象企業から特に希望がある場合は、配信会場へ

直接来場しての聴講も可とする。 

なお、内容については、新入社員とのコミュニケーションに係るテーマを重点的に盛り込む

こと。 

イ 対象者 

福島県内の県立高校及び私立高校を卒業して就職した入社後３年以内の新入社員が勤務す

る事業所等の上司及び人事担当者等。 

なお、オンライン参加に限り、上記以外の事業所が希望する場合は参加を可とする。 

ウ 実施規模 

新入社員の上司等向け：３回 

人事・研修担当者向け：２回 

※上記回数以上実施すること。 

※１回あたりの当日参加者数は１００名以上を想定。 

エ 実施時期（予定） 

実施時期は以下のとおりとする。なお、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。 

(ｱ) 新入社員の上司等向け 

１回目：７月 ２回目：９月 ３回目：11月 

(ｲ) 人事・研修担当者向け 

１回目：８月 ２回目：10月 

オ 周知及び参加勧奨等 

５月末までに案内チラシを作成し、県の確認を受けること。なお、周知の方法については、

ダイレクトメールやファクシミリ等を活用し、参加を周知すること。 

参加者の募集については、県ＨＰでの周知も行うため、適宜情報を共有すること。 

 

５ 実施体制 
県の要求に応じて即座に来庁し、対応できる体制を整えるとともに、本事業全体の進行管理を行

う業務責任者を定め、事業運営や進捗管理等必要事項に関する県との調整や報告について、責任を



 

 
 

もって対応すること。 

また、本事業の企画・運営に係るスタッフの人数は、業務責任者を含め７名以上配置することと

し、事業開始までに、体制について任意の様式で県に提出すること。 

なお、運営スタッフのうち、新入社員の交流会や相談窓口対応に従事する者はキャリアコンサル

タントの有資格者とするとともに、常にスキルアップに努めること。 

 

６ 事業の運営及び進行管理 
上記４の事業（以下「各事業」という）を実施するにあたっては、以下の点に留意すること。 

(1) 年間スケジュールの作成 

各事業の開催予定時期を一覧できる年間スケジュールを作成し、事業着手後速やかに県へ提出

すること。 

(2) 実施要項の作成 

上記(1)の年間スケジュールに示した各事業の開催予定時期（複数回開催するものについては

初回）の４５日前までに、それぞれの事業の実施要項を県へ提出し、事業の概要や進め方につい

て確認を受けること。ただし、開催予定時期の４５日前が事業着手前となる場合は、事業着手後

速やかに提出するものとする。 

なお、実施要項には以下の項目を明記すること。 

 (1)新入社員交流会 (2)新入社員個別相談窓

口の設置・運営 

(3)新入社員の育成・指導セミナ

ー 

ア 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 

イ 対象者 参加対象者 

優先参加勧奨者 

初回訪問先 参加対象者 

優先参加勧奨者 

ウ 開催日時等 各回の開催日時及び 

会場 
- 

各回の開催日時 

エ 定員 募集定員 

会場収容人数（スクール

形式） 

 

- 

 

- 

オ 具体の内容 交流会の内容 

研修テーマ 

募集及び申込方法 

相談窓口運営体制 

相談受付方法 

セミナーの内容 

後日閲覧方法 

募集及び申込方法 

カ 外部講師等 講師、パネリスト等の外

部出席者名 

上記の選定理由 

 

- 

講師、パネリスト等の外部出席者

名 

上記の選定理由 

キ 広報物等 広報物及びテキスト等の

校正・印刷スケジュール 

相談受付方法 

広報物の校正及び印刷の

スケジュール 

広報物及びテキスト等の校正・印

刷スケジュール 

ク その他 必要な内容 必要な内容 必要な内容 

(3) 広報 

各事業の周知用ポスター・チラシ等を作成し、各関係機関に広報すること。 

また、ポスター・チラシ等以外にも効果的な広報手段について検討し、具体的なアイディアを

提案のうえ、実施すること。 

  なお、広報物の内容はすべて事前に県と協議し、内容の確認を受けること。協議の時期等につ

いては実施要項（上記(2)キ）に記載すること。 

(4) 配布資料等の事前確認 

各事業の参加者や外部講師等に配布される資料（研修テキスト、レジュメ等）については、事

前に県と協議し、内容の確認を受けること。協議の時期等については実施要項（上記(2)キ）に記

載すること。 



 

 
 

(5) アンケート調査の実施 

ア 上記４(1)～(3)の各事業において、参加者及び利用者にアンケート調査を実施し、回収及び

集計するとともに、実施の効果について分析を行い、県に報告すること。 

なお、アンケート調査票については、事前に県と協議し、内容の確認を受けること。協議の

時期等については実施要項（上記(2)キ）に記載すること。 

  イ 「令和７年度若手人材の早期離職防止事業」において支援を行った企業に対し、令和７年度

の若手社員（事業の対象者に含まれる社員）の離職率を調査し、県に報告すること。 

  ウ 県が求める場合、事業を活用した企業を対象に雇用実績等の調査を行い、県に報告すること。 

  エ 事業を活用した浜通り地域の企業を対象に、震災後の課題が事業によって改善された等の震

災に関係のある意見を調査し、県に報告すること。 

 

 (6) 定期報告 

毎月15日までに、前月末までの事業実績、今後実施予定の事業の準備状況及び必要な報告事項等を

取りまとめ、県へ提出すること。報告様式は任意とするが、初回の報告までに県と協議すること。 
また、連絡会議を１ヶ月に１回程度開催し、必要な報告及び情報交換を行うこととする。連絡会議

終了後は速やかに議事録を作成して県の確認を受けること。 

７ 関連・連携する事業 

県が別途委託して実施する次の事業において、双方の事業効果を最大限発揮できるよう、県と十分に

調整を図り、連携に努めること。 
・ 『感働！ふくしま』プロジェクトに含まれる事業（県事業） 

・ ふるさと福島就職情報センター運営事業及び地域就職氷河期世代等支援推進事業（県事業）  

・ ふくしま生活・就職応援センター運営事業及び地域就職氷河期世代等支援推進事業（県事業） 

 

８ 委託業務対象経費 
委託料に含まれる経費は次のとおりとする。 

(1) 本事業従事者の人件費（賃金、通勤手当、社会保険料等） 

(2) 本事業における活動経費（講師謝金、講師旅費、会場使用料、交通費、資料作成費等） 

(3) 本事業の周知に係る広報経費 

(4) 本事業実施上必要な事務用品、通信運搬費及び使用賃借料等の共通経費 

(5) その他県が必要と認めるもの 

※機械及び備品等の資産取得は認められないので、リースの形態で対応すること。 

※「中通り・会津地域」と「浜通り地域」の経費は明確に会計を区分して管理すること。それぞれ

の業務間の流用は認められない。 

※具体的な経費の積み上げを原則とする。なお、本業務に係る支出経費のうち、抽出・特定が困難なも

のについては、一般管理費として計上できるものとするが、「中通り・会津地域」については、以下の計

算方法により算出した率又は１０％のいずれか低い率とすること。 
(ｱ) 民間企業における計算方法 

一般管理費率＝（「販売費及び一般管理費」－「販売費」）÷「売り上げ原価」×１００ 
(ｲ) 公益法人における計算方法 

一般管理費率＝「管理費」÷「事業費」×１００ 
(ｳ) その他の法人における計算方法 

その他の受注者においては、上記(ｱ)及び(ｲ)の計算方法を参考に適宜、決算書等から該当する費目を

抽出し、計算を行うこと。 

 



 

 
 

９ 提出書類 
受託者は次の書類を県が指定する日までに提出すること。 

(1) 委託業務着手届（第１号様式） 

(2) 統括責任者通知書（任意様式） 

(3) 実施工程表（任意様式） 

(4) 実施体制表（任意様式） 

(5) 委託業務完了届（第２号様式） 

(6) その他県が必要と認める書類 

 

10 成果品 
(1) 事業実績報告書 

(2) アンケート調査の集計結果、実施状況のまとめ及び効果分析等（任意様式） 

 

11 委託料の支払い（確定契約） 
委託契約書第11条に定める請求書については、第３号様式のとおりとする。 

   

12 契約書 
別紙のとおり 

 

13 委託事業により発生した収益の取扱 
委託期間終了後に委託契約額を確定した結果、委託事業の実施により発生した収入がある場合、

得られた収入から委託契約額を上回る事業費を差し引いた額を返還するものとする。 

 

14 契約に関する条件等 
(1) 無料サービスの原則 

本事業を行う際、参加企業や参加社員等から名称の如何に関わらず、手数料又ははこれに類す

る費用を徴収することは禁止する。 

(2) 再委託の禁止 

本事業の全部又は一部であっても県の承認を得ることなく第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。 

 

15 受託者の責務 
(1) 本業務に関するトラブル等に関しては、受託事業者が責任を持って対応するとともに、速やか

に県に報告すること。 

(2) 個人情報の保護や労働基準法、労働関係調整法、労働契約法等の諸法令を遵守すること。 

(3) 本事業を通して知り得た個人情報及び企業情報は、目的外の使用、第三者への提供、漏洩及び

売買を行わないこと。 

(4) 上記(3)については、本事業の委託契約が終了した後も同様である。 

なお、個人情報及び企業情報が記載された資料については、事業完了後、県に返還すること。 

(5) 受託事業者に関連する書類・領収書等は、委託事業の完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら５年間保存すること。 

(6) 本事業は、会計実地検査の対象であり、検査がある場合は協力すること。 

(7) 委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる国や県等の交付金、補助

金、助成金との併給はできないものとする。 

 


